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令和８年度与那原町マイナンバーカード出張窓口等業務委託 

公募型プロポーザル募集要項 

 

 

１ 事業名称 

  「令和８年度与那原町マイナンバーカード出張窓口等業務委託」（以下、「本業 

務」という。） 

 

２ 事業内容に関する事項 

 （１）目的 

    マイナンバーカードの取得に課題を抱える方に対して出張申請受付等を推進 

し、取得環境を整備する。また、急増するマイナンバーカードおよび電子証明書 

の更新需要、新たな行政ニーズの発生や突発的な状況変化に、適切かつ柔軟に対応 

できる体制を実現する。 

 

（２）業務内容 

   別紙「令和８年度与那原町マイナンバーカード出張窓口等業務委託標準仕様書」 

（以下、「標準仕様書」という。）によるものとする。 

 なお、標準仕様書は、成果として求める最低限の内容を参考として示すもので 

あり、契約に際しては特定した事業者と別途調整を行うものとする。 

（３）事業経費（提案上限額） 

    14,872,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

 （４）契約期間 

    令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

    ただし、本業務の実施開始日については、別途受託者と協議のうえ決定する。 

 （５）費用負担 

    受託者が本業務を遂行するにあたり必要となる経費は、原則として契約金額に 

含まれるものとする。ただし、本業務の目的を達成するために必要な費用につい 

ては、別途協議のうえ決定する。 

 

３ 契約に関する事項 

（１） 契約方法 

与那原町契約規則の規定に基づき、随意契約により契約を締結する。契約内容 

は標準仕様書及び提案書に基づき決定する。 

（２） 委託料の支払い 

委託料の支払いは、発注者の検査を経て、受託者からの請求に基づき支払う。 
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（３） 契約保証金 

免除 

 

４ 参加資格 

  公募型プロポーザル参加申出時において、次に掲げる要件の全てに該当し、与那原 

町公募型プロポーザル方式による提案者選定委員会（以下、「選定委員会」という。」） 

においてその資格を認めた者は、本案件についての公募型プロポーザルに参加するこ 

とができる。 

（１） 民法及び会社法に基づく単独の法人とする。 

（２） 沖縄県内に本店または支店を有している者であること。 

（３） 参加表明書の提出期日において、地方自治法施行令第 167条の４第１項の 

規定に該当しない者及び同条第２項の規定に基づく与那原町の入札参加制限を 

受けていないこと。 

（４） 標準仕様書に定める業務について業務遂行能力を有し、適正な実施体制を有 

する者及び与那原町の指示に柔軟に対応できる者 

（５）市区町村において、マイナンバーカードの出張申請受付、交付前設定及び窓口 

受付業務並びにこれらに類似する業務等を元請として請け負った実績を令和３ 

年度以降に有すること。ただし、マイナンバーカード申請サポート業務及びマイ 

ナポイント申込サポート業務のみの請負を除く。 

 （６）国税及び県税、市町村税を滞納していないこと 

 （７）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申し立て又 

   は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく民事再生手続開始の申し立 

てがなされていない者 

 （８）自己又は自社の役員等が、次の事項のいずれかに該当しない者、及び次の事項 

   に掲げる者がその経営に実質的に関与していない者 

    ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主た 

     る目的とする団体 

    イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反することを主たる目的とす 

     る団体 

    ウ 特定の公職（公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第３条に規定する公 

職をいう。）の候補者（当該候補者になろうとするものを含む。）若しくは公 

職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的と 

する団体 

    エ 暴力団（与那原町暴力団排除条例（平成 23年条例第 17号）第２条第１ 

号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員（与那原町暴力団排除条例第２ 

条第２号に規定する暴力団員をいう。） 
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    オ 与那原町長が代表者又はこれに準ずる地位にある者となっている団体 

 

５ 提案を求める内容 

（１）受託業務の実施体制実施方法 

（２）全体計画、受託業務実施までのプロセス 

（３）全体の事業運営内容 

   目的の達成に必要な事業運営等について、標準仕様書「５．委託業務の概要」 

に基づき、具体的かつ現実的な計画を提案すること。 

（４）個人情報、特定個人情報保護への配慮 

   情報セキュリティ面について、業務上のトラブル防止対策について記述するこ 

と。また、有効な資格があれば記述すること。 

（５）類似業務に関する実績 

   市区町村において、マイナンバーカードの出張申請受付、交付前設定及び窓口 

受付業務並びにこれらに類似する業務等を元請として請け負った実績を令和３ 

年度以降に有すること。ただし、マイナンバーカード申請サポート業務及びマイ 

ナポイント申込サポート業務のみの請負を除く。 

（６）独自提案【任意項目】 

    目的を達成するにあたって、標準仕様書に記載のない内容で提案者が必要また 

は効果的と考える項目のうち実施可能な項目があれば提案すること。 

ただし、「２ 事業内容に関する事項（３）事業経費（提案上限額）」は、本独 

自提案に係る経費を含むものとする。 

 

６ スケジュール（予定） 

・ 公募告示（開始）       令和８年２月１０日（火） 

・ 質問受付締め切り       令和８年２月１３日（金） 

・ 質問回答           令和８年２月１７日（火） 

・ 参加表明書等の提出期限    令和８年２月２０日（金） 

・ 参加資格確認結果通知     令和８年２月２４日（火） 

・ 提案書の提出期限       令和８年３月０５日（木） 

・ 審査結果通知         令和８年３月１２日（木） 

・ 標準仕様書内容等の調整    ３月中旬～下旬 

・ 契約締結           令和８年４月０１日（水） 

 

７ 応募手続き等に関する事項 

（１） 参加表明書等の提出及び参加資格確認結果通知 

公募型プロポーザルに参加を希望する者（以下、「申出者」という。）は、令和 
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   ８年２月 20日（金）までの土日祝日を除く、午前９時 00分から午後４時 30分 

   まで（ただし、正午から午後１時 00分までを除く）に次の書類を提出し、公募 

型プロポーザルの参加資格審査を受けなければならない。提出方法は持参または 

郵送によることとする。郵送の場合は発送後速やかに電話にて発出方法について 

連絡すること。 

   ア プロポーザル参加表明書（様式第２号） 

   イ 参加資格チェックリスト（別紙１） 

   ウ 会社概要書（団体の内容がわかるもの。任意様式：Ａ４版１枚） 

・ 会社名 

・ 本社（支社）所在地 

・ 技術者数（本社、支社、事務所） 

・ 営業種目 

・ 連絡先（担当者氏名、電話番号、Ｅメールアドレス） 

   エ 登記事項証明書（ただし、法人の場合のみ。現在事項証明書、全部事項証明 

    書のいずれでも可。提出前３箇月以内に発行されたもの、最新の情報を反映し 

    たものは写しで可）又は任意団体等で法人登記がない場合は、定款その他の規 

    約 

   オ 税務署が発行する消費税及び地方消費税の納税証明書（提出前３箇月以内に 

発行されたもの。写し可）ただし、非課税で本証明書が提出できない場合は、 

その旨を記載した理由書を提出すること。 

   カ 市町村民税の納税証明書（提出日前３箇月以内に発行されたもの。写し可） 

   キ 業務経歴書（別紙２） 

（２）質問の受付 

   ア 受付期間 

     令和８年２月 10日（火）から２月 13日（金）午後５時 00分まで 

     ただし、持参の場合は上記受付期間のうち、土日祝日を除く午前９時 00分 

    から午後４時 30分までの間（ただし、正午から午後１時 00分までを除く） 

   イ 方法 

     質問書（別紙３）に記載し提出すること。持参のほか、電子メールによる提 

出を可とするが、送信後は必ず電話により受信確認を行うこと。 

   ウ 回答 

     令和８年２月 17日（火）に本町ホームページに掲載する。 

（３）参加資格確認結果通知 

審査の結果、参加資格が認められた申出者（以下「参加者」という。）に対し、 

令和８年２月 24日（火）に参加資格確認決定通知書をメールにより交付する。 

（４）提案書等の提出 
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次のア～ウの構成で一式とし、７部提出すること。提出する提案は１案とする 

（複数の提案は認めない）。また、指定する構成に合致しない場合は、提案書等 

の提出を受け付けない。 

   ア 提案書提出届（別紙４） 

   イ 以下の項目が記載された提案書（Ａ４版、25ページ以内、様式自由） 

     本要項の「２ 事業内容に関する事項（１）」、「５ 提案求める内容」、「８ 選 

定に関する事項（２）選定基準」を踏まえ、具体的かつ明瞭に記載すること。 

   ウ 見積積算内訳 

（ア） 価格積算の詳細がわかるように作成すること 

（イ） 本要項「２ 事業内容に関する事項（３）」を超える場合は失格とする。 

（５）提出期限 

「７ 応募手続き等に関する事項（３）」の参加資格確認結果通知を受け取っ 

    た日から令和８年３月５日（木）午後５時 00分まで 

  ただし、持参の場合は上記受付期間のうち、土日祝日を除く午前９時 00分 

 から午後４時 30分まで（ただし、正午から午後１時 00分までを除く） 

（６）提出方法 

持参または郵送によることとする。郵送の場合は、配達までの送達過程の記録 

が確認できる簡易書留等によること。 

 

８ 選定に関する事項 

（１） 選定方法 

・ 選定委員会において指名された者において、次の（２）の選定基準に沿って提

案書の書類審査を行うものとする。 

・ 審査の結果、評価点が最も高い参加者が複数いる場合は、次の（２）選定基準

に記載している評価項目「２．全体計画、受託業務実施までのプロセス」の得点

が高い方を受注候補者とする。 

・ 評価点数の平均が基準点（60点）に満たなかった場合は、評価が最も高い参加 

者であっても、その参加者の提案は採用しない。 

・ 審査は非公開とし、審査内容に関する問い合わせについては一切回答しない。 

 

（２） 選定基準 

審査は、次の観点から、総合的に審査を行うものとする。 

評価項目 評価基準 配点 

１．受託業務の

実施体制、実施

方法 

①各業務の運営体制について、業務管理者（不在の場合は副業務

管理者）を中心とした統括的な運営方法が提案されているか。 

15 
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②急な欠員が生じた際の組織的なサポートや不測の事態への対応

と改善について適切な体制となっているか。 

③円滑な業務実施のために必要な人員配置とスタッフ等への研修

について提案がなされているか。 

２．全体計画、

受託業務実施ま

でのプロセス 

①契約から受託業務開始までの妥当なスケジュールが設定されて

いるか。 

②事業の目的を充分理解したうえで、より効果的かつ効率的に円

滑な業務を実施できる具体的な計画がなされているか。 

③標準仕様書の要件として受託事業者の役割等、要件を達成する

ことが可能かつ現実的なものとなっているか。 

20 

３．全体の事業

運営内容 

①本業務を円滑かつ効果的に運営できる方法が具体的に提案され

ているか。 

②業務の履行中においても適時運営状況を検証し、改善に向けた 

提案が可能となっているか。 

③業務品質の確保と継続を保つための考え方が示されているか。 

④法律、制度の改正に関する情報を早期に収集し、柔軟に業務へ

反映する仕組みが示されているか。 

15 

４．個人情報、

特定個人情報へ

の配慮 

①情報セキュリティ面において、業務上でトラブルが生じた際の

対応、対策について記述できているか。 

②有効な資格があれば、その種類、取得数、更新回数について記

述し、登録証の写しやロゴなど登録番号が確認できるものを添付

しているか。 

10 

５．類似業務に

関する実績 

①本業務、または類似する業務の実績がある場合は具体的に実績 

数や内容について示せているか。 

②過去の実績について、本業務との親和性や好影響を示す要件が

ある場合は示すことができているか。 

10 

６．価格積算の

妥当性 

①見積金額が比較的安価であるか 

②内訳書を別途設けるなど、詳細が把握できるものであるか。 

10 

７．独自提案 ①本業務を実施するにあたって、標準仕様書にない項目で提案者

が必要または効果的と考える項目について提案がなされている

か。 

20 

計  100 

※ 「独自提案」の評価は、提案がされている提案についてのみ採点する。 

 

（３） 失格事由 

次のいずれかに該当した場合は、選定対象から除外する。 
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・ 他の参加者と企画提案の内容又はその意思について相談を行うこと。 

・ 事業者選定終了までの間に、他の参加者に対して提案内容を意図的に開示する 

こと。 

・ 提案書類に虚偽の記載を行うこと。 

・ 提案を求める内容の一つ以上の項目について提案がなされていないこと。ただ 

し、５ 提案を求める内容（５）独自提案を除く。 

  ・ 標準仕様書の内容及び条件を満たしていないこと。 

・ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。 

（４） 選定結果の通知及び公表 

評価結果及び選定結果は決定後速やかに通知する。 

 

９ その他 

（１） 提案に要する費用、条件等 

・ 提案書の作成に要する費用は、参加者の負担とする。 

・ すべての提案書は返却しない。 

・ 提出された提案書は、審査・事業者選定の用以外に応募者に無断で使用しない。 

・ 期限後の提出、差し替え等は認めない。 

・ 提案書の提案者名は情報公開の対象とする。 

・ 本業務の履行にあたっては、標準仕様書に記載された内容を遵守し、提案内容 

を誠実に履行すること。 

  ・ 本プロポーザルは、与那原町議会令和８年第１回定例会における当初予算議案 

   の成立を前提とした契約準備行為として実施するものである。予算議案の成立が 

   なされなかった場合、本プロポーザルは無効となる。その際、参加者が本件に関 

   して支出したすべての経費は参加者の負担とする。 

（２） 提出先、お問い合わせ先 

〒901-1392 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原 16番地 

      与那原町役場住民課（担当：安仁屋） 

      電話番号 ： 098-945-2072 

      電子メール： jumin.yonabaru@town.yonabaru.lg.jp 

mailto:jumin.yonabaru@town.yonabaru.lg.jp

